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令和元年度ブロック塀等基礎調査の実施結果について 

 

１ 経緯等 

 平成 30 年６月 18 日に発生した大阪府北部地震において、２名の方が塀の下敷きになり亡くなられると

いう痛ましい事故が起きた。これを受けて、目黒区では塀の所有者に対し、区報・ホームページ・町会回覧

などで塀の適切な維持管理を呼びかけ、問い合わせがあった際は個別に現地確認をするなどの対応を行って

きた。また、平成31年４月から、安全性の確認できない道路沿いの塀を対象に、目黒区ブロック塀等除却

工事等助成事業を開始した。 

今後、より効果的に塀の耐震化の推進及び適切な維持管理の働きかけを行うためには、塀の状況を把握す

る必要があることから、令和元年度、車両に搭載したレーダーやカメラを用いて、区内道路沿いのブロック

塀等の基礎調査を以下のとおり実施した。 

 

２ 調査概要 

幅員が概ね1.8ｍ以上の道路に面している、高さ0.8ｍを超える補強コンクリートブロック塀、組積造の

塀（石塀等）、万年塀、その他これらに類する塀・門柱等を対象とし、塀の種類、塀の延長、塀の高さ、画

像からの目視による損傷状況を調査した。（車両走行距離556.1ｋｍ＋徒歩調査41.5ｋｍ） 

 

３ 調査結果 

 塀の目視による損傷状況・判定基準及び箇所数は、以下のとおりである。塀の種類ではブロック塀が最も

多く、その他の塀については、外観上は判別できないが、大半がブロック塀であると考えられる。塀の分布

については、住宅地では塀が多く、住宅の占める割合が大きい地区では、箇所数が多くなる傾向が見られた。

一方、商店街や幹線道路沿いは塀が少なかった。 

 

【目視判定基準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各基準の根拠】 

 

 

 

 

【箇所数】 

  ブロック塀 組積造の塀（石塀等） 万年塀 その他の塀 計 割合 

× 29 4 5 9 47 0.2％ 

△ 373 76 26 790 1,265 4.5％ 

〇 8,733 2,143 350 15,324 26,550 95.3％ 

計 9,135 2,223 381 16,123 27,862 100.0％ 
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損傷状況 状態 判定方法（どれかに該当するもの） 

× 危険性が高い ・高さが2.2ｍを超えて破損・傾きがあるもの 

・透かしブロックが横に連続しているもの 

・著しい傾き・ひび割れがあるもの 

△ 注意を要する ・高さが2.2ｍを超えるもの 

・透かしブロックが多いもの 

・傾き・ひび割れがあるもの 

〇 問題は見られない ・外観上問題の見られないもの 

高さ2.2ｍ 現行建築基準法によるブロック塀の高さ制限 

透かしブロック 鉄筋が挿入されていない可能性がある 

傾き・ひび割れ 国土交通省の目視点検項目 ※資料１参照 

塀の種類 

透かしブロック 

損傷状況 
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【地区ごとの箇所数】 

町名 箇所数（敷地件数） 町名 箇所数（敷地件数） 

駒場 878（465） 原町 691（385） 

青葉台 505（287） 洗足 893（473） 

東山 618（348） 南 1,234（611） 

大橋 147（90） 碑文谷 2,038（1,014） 

上目黒 1,815（1,059） 鷹番 979（514） 

中目黒 986（560） 平町 945（489） 

三田 362（211） 大岡山 796（416） 

目黒 879（542） 緑が丘 1,124（576） 

下目黒 1,613（921） 自由が丘 823（451） 

中町 1,059（603） 中根 694（461） 

五本木 1,227（697） 柿の木坂 1,378（758） 

祐天寺 475（295） 八雲 1,936（1,027） 

中央町 708（372） 東が丘 963（478） 

目黒本町 2,096（1,156） 総計 27,862（15,259） 

※一つの敷地に複数の塀が存在することもあるため、敷地の数に換算すると、×45件、△1,011件、〇14,203 

件、総計15,259件となる 

 

４ 今後の取組み 

調査結果で×（45件）・△（1,011件）に該当した塀の所有者に対しては、区報等で周知後、先行して塀

の点検方法（資料１）及びブロック塀等除却工事等助成パンフレット（資料２）の戸別配布（ポスト投函）

を行い、適切な維持管理及び安全性の確認できない塀の除却・やり替えを促す。その際、×の所有者に対

しては直接塀の状況を説明し、△の所有者にはその塀の注意点を記載した用紙を配る。 

その後、〇（14,203 件）に該当した塀の所有者に対して、適切な維持管理のお願いのため、同様に戸別

配布を行う。 

 ×・△の戸別配布は一斉に行い、〇の戸別配布は、塀の多い地区から順次行う。 

 

５ 今後の予定 

  令和２年 ７月下旬～ 区報（7/25号）、ホームページで周知 

       ８月中旬～ ×（45件）・△（1,011件）に該当した塀の所有者へ、塀の点検方法及びブロ

ック塀等除却工事等助成パンフレットを戸別配布（×は直接状況説明） 

      １０月～   〇（14,203 件）に該当した塀の所有者へ、塀の点検方法及びブロック塀等除

却工事等助成パンフレットを戸別配布 

 

以 上 

 










